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砂川課長     皆さんおはようございます。 

ただいまから令和５年度第２回久喜市障がい者施策推進協議会

を開催いたします。 

私は本日の司会を務めさせていただきます、障がい者福祉課長

の砂川と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本日は今年度、策定する計画に対し、提案をいただく久喜市自

立支援協議会を代表いたしまして、久喜市基幹相談支援センタ

ー、相談支援専門員の近藤清隆さんが同席をされております。皆

様、ご承知おきいただければと思います。また、久喜市社会福祉

協議会から手話通訳といたしまして、青木さん配置をさせていた

だいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、令和５年度第２回久喜市障がい者施策推進協議会を

始めさせていただきます。本日の出席委員数でございますが、委

員２０名のうち、現在出席されているのが１７名で、過半数に達

しておりますので、久喜市障がい者施策推進協議会、条例第４条

第２項の規定により、成立していることをご報告申し上げます。     

今回、中城委員、大内委員、城戸委員の３名様におかれまして



は、事前に欠席の連絡をいただいております。 

それでは会議に入る前に、協議会の運営、会議の開催に関する

事項について、いくつか説明と確認をさせていただきます。審議

会等の会議の公開に関する条例に基づき、会議は原則公開として

おりますことから、傍聴を希望される方がいる場合には、認める

こととしております。次に、会議録の作成についてでございま

す。会議録は全文記録、またはできる限り全文記録方式に近い形

で、概ね１ヶ月以内に作成し、公開することとしております。こ

のため、本日もすでに行っておりますが、会議録作成のための録

音をさせていただいております。会議録は、テニオハ等を修正し

た後、署名をいただいて完成となりますが、副会長に署名をお願

いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。配布資

料は、事前にお渡ししたもの２点ございます。本日の次第、それ

から資料１といたしまして、第３次久喜市障がい者計画・第７期

久喜市障がい者福祉計画・第３期久喜市障がい児福祉計画骨子案

でございます。また、寺方委員と久喜市自立支援協議会から提出

されました提案書を本日お配りいたしましたので、ご確認をお願

いいたします。また、本日の会議には、「第２次久喜市障がい者

計画・第５期久喜市障がい福祉計画・第１期久喜市障がい児福祉

計画」、それから「第６期久喜市障がい福祉計画・第２期久喜市

障がい福祉計画」の冊子２冊もご持参いただきますようにご連絡

をさせていただいておりましたが、もしお手元にない方がいらっ

しゃいましたら、お申し出をいただければと思います。皆さんお

持ちでいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。で

は、まずは新井会長からごあいさつをいただきたいと存じます。



よろしくお願いいたします。 

〇新井会長    皆さんおはようございます。７月に発生した秋田市内の災害の

１か月後の夏休みに学生を連れて行きました。１階部分は土砂で埋

まり、まだ２階で暮らしている方、もう生活できない方がいっぱい

いらっしゃいました。私が行ったところは障がいのある方ではなか

ったのですが、１か月経っても、生活がなかなかままならない人が

たくさんいらっしゃる、という状況がございました。障がい者計画

においても、課題があるかなと思いますけれども災害のことなども

載っております。なかなか声を出せない方々もたくさんいらっしゃ

る中で、この審議会の中でしっかりそういった方々の代弁をしなが

ら、よりよい久喜市の障がい者施策が展開できるように皆様の忌憚

のないご意見をいただければというふうに思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○砂川課長   ありがとうございました。それでは議事の方に入らせていただき

ます。議長につきましては、久喜市障がい者施策推進委員会条例第

４条に基づき、会長が議長となりますので、新井会長よろしくお願

いいたします。 

○新井会長   はい。それでは議事に入らせていただきます。録音しております

ので発言される際には必ず挙手をし、指名を受けてから発言をして

いただきたいと思います。発言の最初にはお名前をお願いいたしま

す。それでは、今回、次第の議事に入る前に、今回の計画策定の提

案ということで、寺方委員と久喜市自立支援協議会から、提案をい

ただいております。いただいた提案について、寺方委員と近藤さん

から、ご説明をいただければというふうに思っております。ではま

ず、寺方委員さんからお願いいたします。 

○寺方委員   おはようございます、寺方です。お手元の提案２についてお話し



ます。前回は提案１ということで、スポーツ関係を多く提案させてい

ただいたのですが、今回ここにも書きましたが、社会教育委員とし

て、スポーツ推進審議会委員としていろんな方とお話する中で、やっ

ぱり弱いなというところを書かせていただきました。一つは就労かな

と思ったのでここ書かせていただきました。教育保育のところでは、

社会教育委員として、久喜市のイベント等に参加させていただいてい

るのですが、特別支援学校という言葉がどこにも出てこないのです。

なんで共生社会と言いながらも、名前が出てこないのだろうという思

いがあって書かせていただきました。それからスポーツのところで

「ふれあいスポレク」ですが、先週、久喜市総合体育館でありまし

た。昨年、コロナで何とか開催をしたのですけれども、今年コロナが

解禁になって人数増えるかなと思っていたら人数が減っていました。

やっぱりスポーツ推進委員の方も、このままでは駄目だなというふう

なことも言ってまして、あえて書かせていただきました。生活環境と

してバリアフリー云々と書いてあります。この前の会議でも言いまし

たが、道を歩いていて、松葉杖の私さえ歩きづらいと。と言うことは

車椅子の方は外出もままならないんじゃないかと。いろんな関係部署

の方がチェックされているようなのですけれども、チェックの内容が

全然見えてこないので、これもあえて書かせていただきました。どう

ぞよろしくお願いします。 

○新井会長  大変簡潔にご説明いただきましてありがとうございます。あとで今

日の資料１に、これがどのような形で反映されているか、また過不足

がないかということについて後で議論ができればというふうに思って

おります。では、近藤さん、よろしくお願いいたします。 

○近藤さん  おはようございます。久喜市自立支援協議会から参りました。所属

は久喜市基幹相談支援センターというところで従事しています、近藤と



申します。よろしくお願いいたします。私の方からはお手元資料を説明

します。ちょっと寺方委員の資料に比べるとかなり些末な資料に見えて

しまうかもしれないのですが、こちらは、自立支援協議会が久喜市の中

で発足してから５年ちょっと経過しておりまして、今まで取り組んだ内

容をまとめて、この場でこの提案という形で出させていただきたいと考

えております。資料の見方ですが、左側の列、縦列が項目ごとに分けて

あります。その横にあるのが課題というところで、実際に自立支援協議

会の方の活動とか取り組みの中で見えてきた課題というところを入れて

います。それを受けて、右側に取り組み案・提案という形で入れさせて

いただいております。項目ではこの一番最初の医療的ケア児というとこ

ろのボリュームが多いかなとは思うんですけれども、自立支援協議会の

中の取り組みで医療的ケア児の当事者の方やご家族の方に、直接インタ

ビューをさせていただくような形をとりまして、その中で聞かれたこと

や本当の生の声っていうところもあるので、あえてちょっと大きく載せ

させていただきました。その他、発達障がいや働くとか、会長のお話に

もありましたが災害の話とか、あと、普段の住居のこととか、項目をそ

れぞれ入れています。全部申し上げると、時間が経ってしまうので、の

ちほど確認をしていただきながら、その後、計画の中身を見るというと

ころで、照らし合わせて見ていただけるといいかなと思います。 

○新井会長 はい。ありがとうございます。では近藤さんからもありましたが、資

料１のご説明の中で、どのような形で今盛り込まれているのか、あるい

はその質疑応答の中で十分かどうか、というのを確認をしていければと

思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。では議事に移りたいと思います。議事の１、第３次久喜市障がい者

計画・第７期久喜市障がい福祉計画・第３期久喜市障がい児福祉計画の

骨子案でございます。これに関する資料について事務局より説明をお願



いいたします。 

○事務局  議事１のご説明をしたいと思います。着座にて失礼いたします。資料

１の第３次久喜市障がい者計画・第７期久喜市障がい福祉計画・第３期

久喜市障がい児福祉計画という資料をご覧ください。本日、計画を策定

するに当たりましての計画骨子案をご説明したいと思います。今回お示

ししているところは、あくまで計画策定にあたっての案という形でござ

います。この後、皆様の方から忌憚のないご意見をいただきたいと存じ

ますので、よろしくお願いいたします。まずは、全体部分についてご説

明いたします。計画の方は、ページをめくっていただきますと、目次が

あります。第一部が総論、第２部が第３次久喜市障がい者計画、第３部

が第７期久喜市障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画と３部に分け

て構成している形になります。第一部総論の第１章としまして、計画の

策定にあたって、なぜこのような計画を策定するのか、目的はどういっ

たことであるかという点を記載しておるところでございます。続きまし

て第一部の第２章ですが、障がい者を取り巻く環境といたしまして、障

がい者施策に関する国及び県の動向、障がい者の人数や手帳の交付状況

といったデータです。あとは、昨年度末に実施いたしました障がい者や

一般の方等の市民向けのアンケート調査を実施しております。その結果

について記載させていただいている部分になります。続きまして、第二

部の第３次久喜市障がい者計画なのですけれども、第１章の方に、計画

の理念・視点・体系を掲載しておりまして、２章には、施策の展開とい

う形になっております。その中において、寺方委員と自立支援協議会の

方からいただいたご提案が入っているところにつきましては、一応吹き

出しでどなたからいただいたご意見をもとに記載させていただいたもの

とわかるような形になっています。ご確認いただければと思います。

32、33ページですが、こちらが体系の全体図というところになります。



障がい者、障がい児への施策を分野分けいたしまして、施策ごとの左か

ら柱、それに対する右側に具体的な施策と分けさせていただいていると

いうことになっております。基本的には、これまでの施策と大きな変更

はございませんが、引き続きそれぞれの施策を展開していくという形で

考えてございます。34ページからは、各施策の具体的な内容として、こ

ういうことをやっていきますよという形のものを記載させていただいて

おります。なお前回までの計画と大きく異なる部分といたしましては、

現状の目標の項目を入れてございません。前回は、各事業に目標値やこ

れまで現状を入れさせていただいたのですが、事業の開催回数や参加者

数を入れた場合に、今回のような新型コロナウイルス感染症によりまし

て、中止や縮小開催となった際に、施策の評価がその数字を下回ってい

るということで「×」となってしまったことや、逆に単純に数字を上回

ってるから、施策として「○」だったというように、「○」とか「×」

だけの評価をしているということが、都度協議会で、問題になっていた

かと思います。そのため今回は数字を入れさせていただかないような形

の計画となってございます。それでも、毎年、委員の皆様に市の計画の

評価をいただかなくてはなりませんので、毎年度の実績については、各

担当者から吸い上げる際に、数字的な実数を入れさせていただいて、そ

の他、担当課で行った障がい者等への事業報告を文書等で報告いただけ

るような方法を検討してございます。 

続きまして、第３部になります。こちらが福祉計画です。第７期の障

がい福祉計画・第３期久喜市障がい児福祉計画の項目です。１章につき

ましては計画の基本的な考え方、２章につきましては、施策の展開の内

容になるのですが、それぞれ第６期の障がい福祉計画、第２期の障がい

児福祉計画の実績値が入っております。なお、令和５年度の実績及び令

和６年度以降の見込み量につきましては、最新の数字を入れた上で、次



回の協議会の際に、皆様の方にお示ししたいと考えております。今時点

では黒丸になっているところは、この先入っていくとご理解いただきた

いなと思っております。その他、一応、骨子案という形でお出しさせて

いただいたのですけれども、障害の害の字がまだ漢字であったりだと

か、以前委員の方からご提案いただいた精神障がい者にも対応するとい

う形の部分の表記の方法が別な言い方にならないかというご意見につい

てまだ直しきれてない部分等ございますので、こちらにつきましては、

次回、皆様にお示しするときには綺麗なものでお出しできるようにしま

すので、ご理解いただければと思います。事務局からの説明は以上にな

ります。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

○新井会長 はい。では質疑に移りたいと思いますが、少しボリュームがあります

ので、第一部のところに関しまして何かご意見があればと思っておりま

す。第一部は調査結果や現状の把握というところでありますけれども、

それに関しまして、構成やデータの示し方とか何かご意見がありました

らお願いいたします。寺方委員お願いいたします。 

○寺方委員 寺方です。ざっと見てきた中で気がついた点は、まずアンケートのと

ころで、17ページなのですが、日中活動で困っていることで、特にない

が過半数を超えていますが、現在の内容で、満足しているだとか、多分

どういう施策があって、どういうサービスがあるのかよく理解できてな

い方も多分いらっしゃると思うので、ここの「特にないから～います」

まではいらないのではないかなと思っています。次に21ページの⑪障が

い者施策についてですが、特に思っているのが、医療機関の充実、経済

的援助、障がいについての理解促進というところで、多分障がい者が言

いたいことだとしたら、まずここを線引いていただくとか、ポイントを

大きくしていただくとかして、アンケートの結果から何が出たのかとい

うことを明確にしていただければと思っています。次に23ページ、これ



は市民の方から、④障がい者理解についてということで書いていらっし

ゃると思うのですけども、市民の方からは、障がい者理解を深めるため

に、「学校での福祉教育」や「交流の充実」が必要だというようなこと

を言っているので、ここが多分ポイントなのかなと思います。ここもや

はりポイントを大きくしていただくとか、線を引いていただくとか、ア

ンケートの結果どういう方向性が出たのだというようなことを示してい

ただければ、一つの資料としてわかりやすいのかなと思いました。あ

と、アンケートのところで言葉的にわからないところが何か所かありま

した。26ページの医療・保健のところ、ＳＴとかＯＴとかＰＴのような

表現が難しいと思うので、もう少しわかりやすい言葉で書いていただけ

るとありがたいなと思います。以上です。ありがとうございます。 

○新井会長 他にいかがでしょうか。内容の方に移る前に、まず私から平成３０年

に立てられましたこちらの計画の時はこちらの座長じゃなかったもので

すから、今回新しく立てるという意味では、私も協力いたしますので、

ご意見申し上げたいと思います。まずせっかく、調査報告書も作ってい

ただいて、昨年度３月にしっかりとしたデータを示していただいていま

すし、あと現計画にも、前回の調査結果がありますので、一つポイント

となる部分は、経年の比較だと思います。以前の数値はこうだったけど

も現在はこうだっていうような示し方をしていただいて、どこまで到達

したのかあるいはどこが不足しているのかっていうのがしっかりわかる

ような調査結果の記述の仕方にしていただく必要があるかなと思いま

す。そうでないと、いつも平面で、その年の状況しかわかりませんの

で、経年比較をして、どこまでできているのか、あるいはどこまで下が

ってしまったのかがわかるといいかなと思います。例えば、前回の計画

と比較してみたんですけれども、21ページの権利擁護についての円グラ

フがあります。日常生活で差別を感じるかという調査結果について、



「いつも感じる」「時々感じる」があわせて32.2％ですが、前計画での

調査結果では33.6％でしたので、１ポイントぐらい下がっています。こ

れは誤差の範囲かもしれませんけれども、このような形で、できれば次

期計画については、次期計画の推進の中でこのパーセンテージが１割に

なるとか、目に見えた方がいいと思います。そういった経年の比較をで

きるようにしていただきたいなというのが１点あります。もう１点は、

これも要望なのですけれども、「障がい者の状況」が経年で示しており

ますが、調査結果を踏まえて、できれば、28ページの下に、推移や現状

や調査を踏まえて、寺方委員がおっしゃっていただいたような、今回の

調査や現状把握でわかったことをポイントやしっかりここで示さない

と、ただ単に調査結果だけ見ても、何が問題なのかわかりませんので、

28ページの下か１ページをさいて、調査結果や現状把握からわかったこ

とを示していただければなというふうに思います。こういう形で、現状

のまとめをしている計画書っていうのは他の自治体でもたくさんあると

思いますので、現状からわかったことをまとめていただいた上で、この

次の計画の第２部に移っていくっていうような作りにしていただきたい

なというふうに思います。この資料をいただいたのが最近でしたので、

そのときにちょっと十分ご意見できませんでしたが、事務局のほうにぜ

ひ、お願いしたいと思います。これ対応していただけそうでしょうか。 

○事務局  ご指摘いただいた部分につきましては、ラインを引いたりだとか大き

くしたりするなど検討させていただきます。まとめの部分については、

前回と比較してどうだったとか、入れさせていただきたいと思います。

なお、今、皆様にお示ししている資料の方が製本される際には、すべて

のものにルビを振る予定でございますので、アンダーラインを引いてし

まって見づらいところが出てくるかなと思います。実際のところはポイ

ントがもう少し大きくなる可能性もございますので、見やすさの部分も



含め、ルビを振った上で、わかりやすいような形の資料づくりに努めた

いと思っております。 

〇新井会長 お願いいたします。根崎委員さんお願いいたします。 

○根崎委員 根崎と申します。質問なのですけれども、24ページのヒアリング調査

結果の概要を見ていたのですが、対象団体はどのような形で選出されて

いるのかということを伺いたかったのと、私自身も発達障がいの子が８

割９割いる、通所支援施設を運営しているので思ったのですが、久喜市

にはたくさんの通所支援施設がありますので、そのような事業所にヒア

リング調査の協力を求める体制をとっていただければと思いました。発

達障がいと不登校の繋がりは今すごく重要で、たくさんのお子さんたち

が困ってらっしゃるという現状があるんですけれども、そこについて、

あまり調査結果の中に入っていないなという印象があります。実際には

もう少し、いろんな声が引っ張れるのではないかという印象を受けまし

た。それがなぜ出てないのかという観点から見ると、この対象団体にな

ってるところにそのようなお子さんたちを取り扱っている事業所は入っ

てないっていうことの表れではないかなというふうに感じました。対象

団体というのがどのように選ばれているのかなというのを伺いたかった

のですが、お願いいたします。 

○新井会長 はい、事務局より回答をお願いいたします。 

○事務局  はい。こちらの24ページ団体ヒアリングにつきましては、市と繋がり

がある団体、例えば市の活動費の補助金を出しているとか、事業の協力

をいただいている団体がメインになってきております。事業者向けのヒ

アリング自体は、これまでも実施しておりませんでした。次回ヒアリン

グ調査を行う時には事業者も含めた上でヒアリングを実施できればと考

えております。 

○新井会長 今のお話は団体ヒアリングの調査対象について、施策推進協議会で団



体ヒアリングの対象団体について、議案としてかけられたかどうか。

我々としても少し議論が足りなかったことかなというふうに思いますの

で、今回の議事録にしっかりとどめておいていただきまして、次回の計

画の策定の際には団体ヒアリングの対象団体がこれでいいかどうかとい

うのをしっかりと議論をさせていただきたいということと、あと自立支

援協議会の資料には発達障がいのところが書いてありますので、委員の

皆様に足りない部分はご指摘をいただくということで今回は代えさせて

いただければと思います。他にいかがでしょうか。では、第２部に移り

たいと思います。第２部について事務局からの内容というよりも形式の

お話をいただきました。資料が膨大になりますので、第３部については

数字が入ってきてから、もう一度議論はできるかなと思います。特に重

点的に考えたいのは、第２部の内容になるかなというふうに思います。

ポイントとして先ほどお話ありましたが、現状の数値を入れていないと

ころがございました。そういうところも含めおいて、何かご意見があり

ましたらお願いいたします。いかがでしょうか。寺方委員お願いいたし

ます。 

○寺方委員 寺方です。今回のこの資料が障がい者施策の理念を示すものだと思っ

ていますので、そういう観点でこうあればいいのかなというのをコメン

トさせていただきたいと思います。まず35ページなのですけども、④に

ボランティア活動の推進促進というのがあるのですけども、ここに高校

や中学校でのボランティア育成というのを付け加えたらどうかなと思っ

ております。というのは、今週、社会教育委員の会合がありまして、そ

の中で青少年の活動を活発にしなきゃいけないなというところで、高校

や中学から社会に携わっていくという観点も必要だという意見も出てい

ましたので、そういうことを生涯学習課のほうで言ったら通るんじゃな

いかなと思います。また、個人的な思いなんですが、市民まつりだとか



地区運動会を見ていて、非常に障がい者がいない。参加したくないので

はなくて、行きたいけども、行く方法が見つからない。どうしようとい

うようなところがあると思いまして、そういう部分で高校生や中学生と

いうところを付け加えていただければと思っております。あと、48ペー

ジの就労のところです。残念なことに前回の市の職員の雇用率が書いて

あったのですが、今回のところは消えています。なぜでしょうか。57ペ

ージのスポーツレクリエーションの振興というところで、提案させてい

ただいたところが大きくこう盛り込んでいただいているので、ありがた

いのですが、この中で言葉として、例えば②のスポーツレクリエーショ

ンの振興で、具体的にはふれあいスポレクのことを言っていると思うの

ですが、一番上の障がい者スポーツの促進というところで、市内各地区

で提供するというのを、私の方の提案では、市内４地区、久喜、菖蒲、

鷲宮、栗橋というふうにしましたので、できれば市内全土でやるのだよ

と。久喜地区だけやっても意味ないと思いますんで、そういうところを

入れていただければありがたいなと思います。２段下がりまして、競技

スポーツ団体の育成・支援というところで、久喜市スポーツ協会加盟団

体の取り組み実態を把握するということで書いてあるのですが、具体的

に主語が障がい者の参加だとか障がい者が入るようなスポーツイベント

やっているか、という意味ですので、そういう言葉がわかるようにして

いただければというところです。また、一番下の余暇活動の支援。これ

も就労している知的障がい者となっていますが、「就労している知的障

がい者」ではなく、「障がい者」のとか、障がい者・高齢者を含むみた

いな形の言葉にしていただけるとありがたいなと思っております。それ

からここにはないのですが、27ページのアンケートのところにボッチ

ャ、カーレット等のパラスポーツ備品を用意して欲しいという内容があ

りました。昔の公民館であるコミュニティセンターに行ってもそういう



のがないのです。市のスポーツ振興課でボッチャを二つ持っていますと

か、非常に貧弱な話なので、そういう備品を増やして、一般の方々がそ

ういうことをやっている場を作ってもらってそこに入っていくみたいな

形でやっていただければと思います。備品の購入みたいなことも入れて

いただければと思っております。59ページの生活環境のところでバリア

フリー化の実態調査の実施ということで、私の提案から、いろいろ盛り

込んでいただいているのですけれども、ここにある「関係団体等」とい

うのは非常にわかりにくい。提案ではこの協議会や障がい者団体も入れ

たいと理念を言わせていただきましたので、形を変えていただければと

思っております。以上気になった点です。 

○新井会長 ありがとうございます。それぞれ記録には残りますので、それを踏ま

えて、何か今のご意見に関しまして、コメントや返答等ありましたら事

務局からお願いいたします。 

○事務局  市の雇用率の関係なのですが、目標値等は設定しておりませんが、担

当課から、毎年の数字の報告の際に実績等はいただくことを考えており

まして、毎回の年度の報告の時に、お示しできるような形で資料として

公表してさせていただく形にはなります。ここの計画には、細かい数字

は入れないような形にすることで、数字が高かったから「○」低かった

ら「×」という形から改めさせていただければと考えておりましたが、

就労の実績につきましては、例えばこの計画が６年間の計画でございま

すので、６年後にはこれぐらいの数値を見込んでいるんだという形のも

のの明示と、それについて各年度ごとにその時の就労の雇用率を入れさ

せていただいて、皆様に報告させていただこうと考えております。 

○新井会長 寺方委員お願いいたします。 

○寺方委員 寺方です。ありがとうございます。実は私が言いたいのは、数字が達

成したとかではなくて、ここに市が積極的にそういう雇用率を基にして



いるということが書かれていることが大事であって、十分達成している

と思いますのでいいのですけども、理念として市自体がそういうことを

推進しているのですよということを示すために書いていただきたいと言

うことなのです。前回も「市」というふうに書いていますけども、実は

「市」だけじゃなくって、市の関連団体も含んでという形で書いていた

だければというのが、今回の提案だったのです。そういうところを踏ま

えていただいて、あくまで理念っていうところで、戻していただければ

ありがたいなと考えております。 

○新井会長 はい。いかがでしょうか。 

○事務局  そうしましたら、分野ごと、それぞれ幾つかございますので、こちら

の資料の作成には間に合わなかったのですけれども、各分野ごとの目標

値、６年後の目標値とか、この後の実績を入れるような形で、分野ごと

に、それぞれ３項目とか４項目を出させていただいて、そちらの数字に

ついては、市としてこの数字を目標に６年間やっていくんだという形の

ものを出させていただければなと思いますので、いかがでしょうか。 

○新井会長 はい。では次にお願いいたします。 

○寺方委員 すいません。寺方です。結果としては数字もですが、私がこだわって

いるのは理念として、市として雇用率の達成を当然意識してるんですよ

っていうことを変えて欲しいんで、パーセンテージはいいんですけど

も、前回通り市職員の雇用が達成するように、常に努力してますってい

う項目を入れていただきたいということを言いたいです。 

○新井会長 おそらく１部分だけ何か数字が出ていると、バランスの問題もあると

思いますので、そういった意味で他の施策についても、数値目標をしっ

かり示すっていうことをご回答いただいたと思いますので、そこに市の

姿勢として、雇用率の促進というところもしっかり明示するっていうこ

とで、大丈夫かなというふうに思うのですが、よろしいでしょうか。前



回の計画評価がしづらかったのは、目標というところが推進、推進とい

うような形で、推進がされていれば「○」、されていなければ「×」と

いうような形でありました。寺方委員さんが示していただいた資料のよ

うに、ここにしっかりと目標も何らかの形で書いていただいて、それぞ

れの内容のところが、事業説明してありますので、ここにどのような６

年後の像を示すのかというところを書いていただいたらいいのかなと思

います。しっかりと内容と目標が書かれており、それをしっかりと毎回

の年度の評価をさせていただく、というような形になればいいのかなと

いうふうに思いました。以上でございます。 

〇新井会長 今、寺方委員からは余暇活動などのスポーツのことなどを中心にお話

いただきました。他の分野でもたくさんあると思いますのでぜひお願い

いたします。いかがでしょうか。はい。お願いいたします。奈良委員さ

んです。 

○奈良委員 奈良と申します。先ほどの寺方委員さんの第２章のところの35ページ

の中学生や高校生のボランティアを取り入れればという、社会福祉協議

会のボランティアセンターの充実のところで、ちょっと気になっていた

のですが、確かにボランティアを始めるきっかけづくりとして夏休みを

中心に子供から大人まで、市内の福祉施設でボランティア交流の体験を

実施するところで、うちの学童にも、そういった中学高校生を募集して

いただいて、もう２５年経ちますが、毎年、ボランティアをする方が少

なくなっていて、こちらの34ページには小中学校のボランティア福祉教

育の充実ということで、とても力を入れてはいるとは思うのですが、そ

れが、ボランティアを始めるきっかけになっていないのは何が課題なの

か、現状はどうなのか、他の施設でもボランティア活動をどのぐらいの

方がしているかとか、そういうことを考えなければただの文章で終わっ

てしまうと思うので、何が課題なのか、どうして続かないのか、そこが



疑問に思いました。 

○新井会長 ありがとうございます。事務局から回答できる部分と、もしよろしけ

れば得能委員さんからもお話いただければと思います。 

○得能委員 はい。社会福祉協議会の得能と申します。今、施設のボランティアに

関しましては本当にコロナ以降、正直、施設の方の受け入れというのが

難しいというお話を多数いただいておりまして、今年度、昨年度も夏ボ

ランティアという事業をやっているんですが、プログラムが非常に少な

かったという現実がございます。ただ、施設によってはこういうことを

対策をしてくれれば受け入れてもいいですよというところが、ここのと

ころ少しずつ出てきていますので、これは個別に、本当にうちの施設は

こういうこれなら受け入れられますというところに関しては、受け入れ

の方の調整というのを図っていけたらいいなと思っています。あと、学

生の興味関心というのが、障がいのある方に行きにくいという部分がご

ざいます。このボランティアプログラムは普通の健常の保育園の募集と

かもやるのですが、そちらはすぐ埋まるのですが、なかなか障がいのあ

る方のところは埋まらないというところがございます。こちらに関して

はやはり学校も含めて、通常の中での福祉教育的なものをもっともっと

増やしていかないと理解が増えないのではないかなと考えております。

ご協力いただけるところがありましたらこれからもぜひよろしくお願い

したいと思います。 

○新井会長 はい。根崎委員さんお願いいたします。 

○根崎委員 今のボランティアの話なのですけど、ＮＰＯ法人うりんこクラブは、

社会福祉協議会にボランティアの団体として登録等はしていないのです

が、今、放課後等デイサービスの方も学生のボランティアにすごく来て

いただいています。なぜかというと、公募しているわけではないのです

けれども、今の時期、特に内申ですね。中学校３年生のお子さんがほと



んどなのですけれども、高校の面談でボランティアの参加をしているこ

とがポイントになりますので、ボランティア証明書というのを独自に発

行して、学生さんにお渡ししています。その学生たちはそれを学校に提

出して、受けたい高校等に持っていくことができるということで、口コ

ミでどんどん自分からボランティアやりたいという問い合わせが来てい

ます。公募だけではなくて、口コミでやりたい学生はたくさんいるの

で、それも一つの工夫なのかなと思っています。それと54ページの福祉

保健医療の連携のための環境づくりというところですが、本当にこの専

門職の連携っていうのをずっと課題に思っていて、子育て支援という分

野において、ここに本来だったら教育、学校との連携も入れたいんです

けれども、この関係者の連携会議は、なかなか進んでいかないような現

状があります。提供する体制の整備を進めると書いてあるのですが、本

当に進んで欲しいところなので、具体的にどのような体制の整備なのか

が明確になったらいいなと個人的には思っております。もう少し何か具

体的にどういう整備なのかを知りたいというのがあってご質問させてい

ただきました。 

○新井会長 はい。ありがとうございます。前者のお話に関しましてはそうやって

工夫をされている事業者や施設があるということで、そういった情報を

集約して、社会福祉協議会なり障がい者福祉課なりがいろんな事業者に

ボランティアできる方法についてノウハウを提供するというようなこと

が必要かなというふうに思いますので、何かそういった内容の記述をど

こかに入れていただければなというふうに思います。２点目の54ページ

の部分ですけれども、これはご質問でもありますので事務局から回答が

あればお願いいたします。 

○事務局  教育と福祉の連携についてご説明させていただきます。久喜市の自立

支援協議会のこども部会というところで、教育と福祉の連携が課題であ



ると感じておりまして、そちらについていろいろと活動させていただい

ているところです。実際に、こども部会に教育委員会の先生に来ていた

だいて、いろいろと話し合いをさせていただいたりとか、教育と福祉の

連携というところで、学校の先生に向けて福祉的な研修をさせていただ

いたりしております。来年度以降も、課題の一つとして取り組んで行く

ので、何かご意見等ありましたら、いろいろと教えていただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

○新井会長  54ページ、自立支援協議会に関する記述はどこかほかにもあるんで

すけれども、要するに、ここの総合的かつ効果的に提供する体制整備

を進めるというところが具体的に何をしているのか、何を目指してい

るのかというのがわからない、というようなご指摘だと思いますの

で、一般論はこうなのですが、久喜市ではこういうことをやってい

て、さらに今の言っていただいたようなこども部会では、教育と福祉

医療の連携を行っているとか、ここは記述を具体的に示していただい

て、市民の方々が全員わかるようにしていただければというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。他に何か皆様からぜひご意

見を、加藤委員お願いいたします。 

○加藤委員  加藤といいます。よろしくお願いします。今、教育と福祉というと

ころのお話がありまして、56ページの④障がい児保育の充実の「のぞ

み園」のところの関係なのですけれども、親子登園の充実というのが

入っていますが、前回の時は、そこのところに理学療法士や保育巡回

支援事業の充実という記載があったのですけれども、今回、全部記載

がない状態なのですが、現実には行っているけれども、今回改めて記

載がなく、先ほどおしゃっていたように担当課の方で資料等を今後作

成することになっているのかなということをお伺いしたいです。 

○新井会長  事務局より回答をお願いいたします。 



○事務局   前回の時には記載させていただいたのですけれども、このあとに出

てくる障がい児福祉計画の地域活動支援事業などのサービス提供の方

に記載がされていて、そこで数字も出てきますので、同じようなこと

を書いているので、省かせていただいたという形になっております。 

○加藤委員 加藤です。今回56ページで親子登園への充実が出ていて、前回の計画

では71ページで④障がい児保育の充実が出ていて理学療法士による訓練

の充実とかの記載があるのですが、今回なかったのかなっていうところ

なのですが。先ほどおっしゃったように108ページの方に、延べ人数です

とか、そういった記載がされているということなのですけれども。 

○新井会長 しっかり見ていただいてありがとうございます。重複するから、削除

っていう話でしたが、そうすると多分、障がい者計画全部削除すること

になってしまうと思いますので、要するに、障がい者計画は障がい児も

含め全体の長期計画、３年ごとではなくて長期計画なので、その長期計

画で障がい児保育の充実という施策目標のもと、久喜市としては何をや

るのかというのを全部載せていただく必要があると思いますので、そこ

は安易に省かないで対応していただければと思います。他にいかがでし

ょうか。皆さん、多岐にわたりますので、ご自分の専門分野についてご

覧いただきましてぜひご意見をいただきたいと思います。皆さんが考え

ていただいている間に私からご意見をさせていただきたいと思います。

37ページの障がいを理由とする差別の解消の推進の部分なのですけれど

も、差別解消の推進と啓発活動の推進があるのですが、特に差別解消支

援地域協議会は今回の計画の年度の中で自立支援協議会と併設して、協

議会が設置されて、相談、差別に係る相談を受けるという体制は整った

のですけれども、啓発がまだ足りてないというところで、２番目の啓発

活動の推進については、法律そのものの周知啓発というよりも、具体的

に相談窓口や相談の方法ということの啓発と情報提供をしっかりしてい



ただく必要があるということと、来年の４月から、差別解消法の改正法

が全面施行されて、民間事業者も合理的配慮の提供の義務がなされます

ので、そういった意味では啓発のところには、事業者の合理的配慮の提

供方法に関する周知や相談というのも、これから出てくると思いますの

で、そこも明確にしていただいた方がいいと思いましたので、よろしく

お願いいたします。ぜひ、斎藤委員さんにもお聞きしたいのですが、施

策推進協議会では常々39ページの事業のところで、障がい福祉計画や障

がい児福祉計画は３年ごとに立てるのですが、議論が出ていたショート

ステイの不足や利用のしづらさというのが議論されていたと思います。

それに関しまして39ページの④の短期入所の充実では、不足感やあるい

は利用しづらさというところについて、ずっと議論があったにもかかわ

らず、ちょっと平面的な記述になっています。細かい部分はちょっと私

も説明できないですが、しっかりと久喜市の課題として、ショートステ

イのことがあるのならば、しっかりと課題として書き、施策を整えてい

く必要があると思うのですが、斉藤委員さん何かありましたらお願いい

たします。 

○齋藤委員 斎藤です。よろしくお願いします。ここ３年ぐらいはコロナで、事業

所の方が受け入れを躊躇することがあったと思うのですが、コロナが下

火にはなっていないんですけれども、ここ最近、制度上の観点が変わっ

てきて、事業所によっては受け入れの間口が広がっているかなというよ

うな印象は受けます。自立支援協議会からの資料はとても興味深いなと

思いました。あとは調査のところの資料も、知らないとか、利用したい

けど、どうやって利用したらいいか、サービス利用に向けてどうやって

進めていけいけばいいのかが、当事者のご家族、ご本人も含めてぼんや

りしているところがあったり、情報に関して不足があったり、あとは前

回の会議でもお伝えした通り、それに向けて移動したりとか一緒にその



サービスを受けられる場所に同行するというようなサービスも不足して

いることから、あらゆる情報が必要で、サービスを利用するにあたっ

て、ショートステイを利用するにあたって、この自立支援協議会の資料

のところに、居宅支援や、大きく不足しているであろう移動に関する支

援に関して、私どももそうなのですけど、現行ある通所事業所が、でき

ることに少しこう、アウトリーチというか、手を伸ばせるような、補助

金の構築とか柔軟に考えていけるようなことがないと、マンパワーの不

足や事業所の不足っていうのは今日の明日で、改善できないので、でき

るところができることをすることに関して、柔軟にとらえてそこに日を

当てていくっていう方法をとって、事業所や人に、少しお金をかけて柔

軟に動けるようにしていくと、守れるものやできることが増やしていけ

るのかなと。やってあげたいけれども、そこには人が必要だったりお金

が必要になるという事が多い印象を持ちます。 

○新井会長 ありがとうございます。冒頭の話でも事業者へのヒアリングが十分で

きていなかったということもあると思いますので、私も不勉強でまとめ

られないのですが、先ほど言ったように38・39ページの全部の事業を書

いて、内容が書いてあるだけなのですよね。課題があってそれを計画年

度の中で解決をしていくという点でこの地域生活支援の部分は、いろい

ろ手を加える必要があるのかなというふうに思います。それぞれの事業

は事業でやるのだけれども、それがトータルで、地域生活の解決に結び

ついていくための、施策目標なり、取り組み方なりがちょっと不十分な

のかなと思いますので、一朝一夕になかなか難しいと思いますが、それ

をしっかりと、何らかの形で書いていただく必要があるかなと思いま

す。何か事務局から回答ありますでしょうか。 

○事務局  この場ですぐにやりますというのはなかなか言いづらいところであり

ます。また、予算が必要なものとなりますと、すぐにというのが正直難



しいところでもありますので、十分に検討させていただくということ

で、今回の計画にも少しでも、その不都合な点について前進ができるよ

うな、何かしらの内容は加えさせていただこうかなと思ったところで

す。 

○新井会長 地域生活支援の部分で、ぜひ事業者の方や関わっていらっしゃる方で

何かご意見がありましたらお願いしたいのですが、いかがでしょうか。

もしよろしければ自立支援協の部分で、小金渕委員、いいかがでしょう

か。具体的なサービス提供の部分やその連携の部分について、来期の計

画について。 

○小金渕委員 小金渕です。基幹相談支援センターにおりまして、自立支援協議会

の方にも携わっております。今の論議の流れと計画の体系のところを

みて、感想みたいになってしまうと思うのですけれども、障がい者の

方も障がい児のほうも様々な事業やサービスの充実が必要というとこ

ろはあるかなと思うのですけど、それをやっぱり体制として、障がい

者の相談支援体制や障がい児に対する相談支援体制をどのように作っ

ていくのかということが大事かなと思っています。そういったところ

が、計画書の記載の仕方で仕方がない部分もあるのかもしれないので

すけど、障がい者児の相談、生活を支える体制をどのように作ってい

く展望があるのか、現状がどうなのか、そういった全体像が見えにく

いなというふうに思います。どのように読み取ればいいのかを教えて

いただきたいなと思っていました。 

○新井会長 ありがとうございます。事務局から説明お願いいたします。 

○事務局  この先の現状がどうあって、この先の展望がどのようになるかという

先を見越したところが、改めて読み直して、確かにこの書き方だと不足

しているなという印象を受けたところです。そういった点を少しでも汲

み取って、今後、構成を今一度見直していきたいと思います。よろしく



お願いいたします。 

○新井会長 自立支援協議会の提案もいただいていますので、近藤さんからも何か

あれば、ぜひお願いしたいのですがいかがでしょうか。 

○近藤さん 近藤です。先ほどのお話でも出ていました移動に関するところです

が、最近、意見交換する場があり、既存のサービスやあるものを上手く

工夫して連携させながら、何か使っていけるようなことも考えていける

といいのかな、みたいなご提案もいただいているので、この移動という

ことに関しては、さっきのサービス利用ももちろんなのですけれども、

先ほど話がありました市民のお祭りとか、そういう活動的なものに非常

に大事なところにはなるので、何かその辺りがもうちょっと皆さんと一

緒に考えて工夫できればいいかなと改めて思ったところです。 

○新井会長 地域生活支援のところには、その移動というのは制度的な同行援護や

行動援護があるけれども、有償運送のことは別なところにありますか。

42ページですね。そういったトータルな移動の部分も、例えばこの福祉

有償運送は十分使われているのか、使いやすいのか、その辺りはどうな

んでしょうか。 

○近藤さん 有償運送を積極的に皆さんがご活用されていることが、あまりお声と

して聞かないような気がするのです。これは私がとらえられてないだけ

なのかもしれませんが、実際、社協さんとかでやられて、私もつなげよ

うと思ったこともあって、やはりそこは実際に携わる人と、その実際使

いたい人の時間帯だったり、マッチングがうまくいかずに、なかなか使

い勝手が難しかったりというお話は、聞いたことがあったなと思ってお

ります。 

○新井会長 今日の話としては、移動っていうところが今回は全部事業にぶら下が

っているのですが、その事業の不十分な移動の部分というのが議論とし

て出ていますので、この辺りについては、具体的にこの事業をお金かけ



てやりますというのはできない、施策としてすぐにできないと思うので

すが、障がいのある人の移動に関わる部分が議論として出ましたので、

事務局の方で少し配慮しながら計画作っていただければと思います。他

にいかがでしょうか。多方面にわたりますので、小金渕委員さんがおっ

しゃっていただいたその体制をどう作るのか、これから、それぞれの地

域、分野ごとに、現状と課題なり取り組みの方向というところが書かれ

るとは思うのですけれども、そこが今ないので、全部、事業の羅列と事

業の内容の説明になっているような印象がありますが、少し今の取り組

みの現状と課題そして取り組みの方向というところで、体制をどう作る

のかというところについて、なかなか市やコンサルの方だけで書くとい

うよりも、ぜひ自立支援協議会や今日の意見も踏まえて、やっていただ

ければ私もお力になれるわけでありますので。次の会議の前に関係者の

方々にしっかり聞いていただいて、この体制整備なりを書いていただく

のはお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、

人材の育成や人材の確保についての記載はどこかにありますか。福祉人

材とかありますか。ないですね。人材の確保や質の確保というのは、大

問題にこれからもなると思いますので、前計画ではなかったので、本計

画でも記述はないのかもしれませんが、これは総力を挙げて、人の確保

や質の保障について、どこかにしっかり記述し、計画的に取り組まない

と、特に障がい福祉の人材不足は甚だしいと思いますので、記述してい

ただき、取り組んでいただければというふうに思います。就労の関係で

何か鈴木委員や特別支援学校の中村委員、何かぜひご意見いただければ

と思うのですが、就労に限らずですが、いかがでしょうか。 

○鈴木委員 ハローワーク春日部の鈴木です。ちょうど今、６．１報告を取りまと

めていて、４３．５人以上の企業には１人、障がい者を雇用しなくては

いけないのですが、久喜市内で、その雇用が未達成の事業所があった場



合、今年もまた働きかけをするのですが、なかなか理解がえられないっ

ていうところがありまして。今年は、去年に引き続いて理解が全然得ら

れないので、所長を伴って伺おうかなと思っています。もし久喜市さん

の方でも何かご協力いただけるところがあるといいのですが、なかなか

範疇がハローワークに集中しているところもあるので難しいと思うので

すけど、寺方委員さんの方でも、49ページの⑥のところに入れていただ

いたこの啓発活動というところで、市の方とかでも一緒に動けるとあり

がたいかなと思っております。また、来年から雇用率も徐々に上がって

きまして、情報ですと43.5、来年から40.0、その翌年から37.5とか上が

っていくのですけど、実際見ている数字よりかは、業界によって、除外

率というパーセンテージがあるので、それも減少していくような形で、

実はかなり雇用確保を求められていくような状況に今後なっていくので

すが、なかなか理解が得られないというところがあるので、何かご協力

いただけるとありがたいなと思っております。 

○新井会長 ありがとうございます。今のお話や雇用率の上昇や、あるいはその除

外率のことについては、もし、可能ならば、今のこの計画書のままです

と、取り組みますということだけですので、今後のこの時代の流れに応

じて、雇用率の上昇等もあるということをしっかり書いていただいて、

まずはその企業の方にも理解してもらう取り組みが必要だと思います。

それとともに、お言葉いただきましたので、ぜひ市とハローワークさん

としっかり連携して取り組んでいただければと思います。ありがとうご

ざいます。中村委員さん、何かありましたらよろしくお願いします。 

○中村委員 久喜特別支援学校校長の中村でございます。よろしくお願いします。

本校の状況で申し上げますと、高等部の方が２年生から現場実習という

形で、地域の事業者様の方にお伺いをして、練習というか勉強させてい

ただいている状況です。３年生に入りましてその本格的な実習という形



で、進路決定に関わるところの実施をさせていただいているということ

になっています。そういった中で就労継続支援Ａ型Ｂ型ということで書

いていただいていまして、本当ありがたいというか、こういうのを活用

しながら、進路確保をしているというところでございます。またハロー

ワーク様の方にも連携をさせていただいて、いろいろご指導ご支援をい

ただいているという状況でございます。本当に市を始め、いろんな事業

所や関係の方にご支援いただき、特別支援学校の方は生徒の進路を確保

してるという状況ですので、ぜひ引き続きご支援いただけたらありがた

いというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○新井会長 ありがとうございます。ほかにご意見ないですか。はい、小金渕さ

ん。 

○小金渕委員 小金渕です。先ほどのハローワークの方のご意見、伺いまして自立

支援協議会の方のはたらく部会と就労についてのテーマで検討してい

る会議があります。障がい者の方の就労支援のサービスもいくつか形

態があることや、市内には精神科病院のデイケアが就労に向けてのト

レーニングもしている部分があるので、支援側も、企業様の方に協力

できることがあるのではないかとか、今一生懸命トレーニングしてる

方で働きたい働けそうな方をどのように市内の会社さんの方につなぐ

ことができるのかという課題と検討がありました。それで、企業様へ

アンケートもとっているのですけれども、企業様に、どのようにアク

セスしたらいいのかというところが、部会内でも課題としてあるの

で、今のお話を聞いたのを自立支援協議会のはたらく部会の方にま

た、意見を戻させていただいて、場合によってはこちらもご協力をお

願いしたり、連携がとれればなというふうに感じました。自立支援協

議会の取り組みのご報告含めて発言をさせていただきました。 

○新井会長 ありがとうございます。皆様にご意見をいただこうと思いまして、得



能委員さん、何かご意見がありましたらお願いいたします。 

○得能委員 はい。先ほどのボランティアの話に戻ってしまうのですが、なかなか

やはり私ども社協の方だけでも情報が掴めない部分たくさんありますの

で、関係事業所の皆様ですとか団体の皆様で、こういうボランティアい

つでも受け入れているのだよというのがありましたらぜひ情報いただけ

れば、そういうボランティアをしたいという人が来たときにおつなぎが

できるので、お願いできたらと思います。以上です。 

○新井会長 ありがとうございます。弓納持委員さん、何かご意見ありましたらお

願いいたします。 

○弓納持委員 はい。啓和会の弓納持です。すいません、さっき話題に出たときに

言えばよかったのですが、短期入所のところで、うちは受け入れをして

いる事業所ではあるんですけれども、実態としてロングショートの方で

埋まってしまっていて、市からだったり、基幹センターから相談はよく

あるのですが、受け入れはしたいけれども、最近は満床な状態なのです

が、市が認めてくだされば、超過という形で受け入れます、というのが

実態になってしまって、常に超過で受け入れているようなことが続いて

しまっています。うちの方でももっと工夫してロングショートの方たち

に、ロングショートしちゃいけませんよ、というのが、一応国の方針だ

と思うのですけれども、現状として、本当にどこにも行き場がなくて、

入所の空きを待っている状態の方たちで満床になってしまっているの

で、正直、ショートステイを受け入れたいけど受けられない現状でどう

していったらいいのかと言ったところで、意見でも何でもないのですけ

れども、何かその先、今受けている方たちと一緒にどうしていくか考え

るのか、何か他に受け皿を作るのか、実際、入所施設を希望されている

方や入所施設が必要な方たちが、地域にすごくたくさんいるというの

は、感覚として思うところなのですが、うちも今もう受けられなくて、



どうしたらいいのかなという、ただの疑問というか困ってますの話にな

ってしまうのですけれども、そういった実態が事業所としてはありま

す、というところです。 

○新井会長 ありがとうございます。そういう、困っている状況を何とかしていく

のが行政なり政策だったりすると思いますので、先ほど話がありました

が地域生活のところなどは、事業説明で終わってしまっていますので、

今まで言っていただいたようなことを課題としてしっかりと記述をし、

それをどういうふうに解決していくのというところまで明示するのは難

しいまでも、課題を課題としてしっかり書いておかないと、いつまでも

解決しないと思いますので、何らかの工夫をしていただければと思いま

す。片野委員さんいかがでしょうか。 

○片野委員 片野です。59ページなのですが、生活環境というところで公共施設の

バリアフリー化の推進とあるのですが、こちらはユニバーサルデザイン

を視点と踏まえ、障がい者、高齢者すべての人に利用しやすい施設をと

あるのですが、こちらは当事者の声というのは反映されるされているも

のなのでしょうか。車椅子利用と言っても、様々な体の不自由な部分や

困難な場所っていうのが人それぞれ違うと思うんですね。実際、車椅子

って聞いた時に想像するのは、手押しで押されているものを想像しやす

いかと思うのですが、割とストレッチャー型の寝たままの状態でしか移

動ができない方もたくさんいらっしゃるのです。ただその方たちが視界

に入ってこないっていうのは、やはり地域社会で移動できる場所という

か、その方たちがいられる場所っていうのが地域の中にほぼ存在してい

ないのです。エレベーターはあっても、座った車椅子の状態でしたら、

乗れるところはたくさんあります。ただ、今は大型施設や病院に行けば

そういう方も移動できますが、一番コンパクトな、割と古い施設のエレ

ベーターは本当に座った方しか乗れないです。あとは、本当に１センチ



の段差でも、自走で１人で、車椅子で移動されている方は、その１セン

チの段差が乗り越えられません。多分、普通に歩きながら移動されてい

る方は、そこに段差があることすら気づかないと思うのですが。ですか

ら、こちらの政策を進めていく中でせっかくユニバーサルデザインとう

たっても、５ミリ１センチの段差を見落としてしまうことがとてももっ

たいないことだなというふうに私は考えています。どこまで当事者の声

を拾っていただけているのかを、こちらに書いていただけるとありがた

いなと思います。 

○新井会長 何か事務局から回答ありますでしょうか。 

○事務局  はい。寺方委員からいただいた59ページの一番下ところに実態調査の

実施というものであります。施設の使い勝手の悪さであるとか、道路の

段差につきましては、今年度以降に、障がい者のかた向けのアンケート

調査を３年に一度ぐらいは実施していくことを考えています。その中で

具体的な箇所や場所を記載していただく項目を設けて、いただいたご意

見をもとに担当課にこういう意見があったよとか、使い勝手がここ悪い

んだよとかいうものをフィードバックさせていただきたいなと思いま

す。せっかくこちらの方で障がい者にアンケート調査を実施しています

ので、その時にご指摘をいただき、意見を吸い上げる機会を広げていき

たいということを今のところ考えてございます。 

○新井会長 加藤委員さんお願いします。 

○加藤委員 追加で、取り入れていただきたいなと思うんですけども、宮代特別支

援学校に通う保護者の方々、久喜支部という形で、地域連携もございま

すので、福祉課の方には毎年こういう提案とかもさせていただいている

と思いますが、なかなか、具体的にここの部分に関して案が上がってい

るかどうかも私の方では把握はできてないのですが、そことのご意見も

入れていただけるとありがたいなと思います。 



○新井会長 ③番もそうなのですけれども、①の部分にも障がいのある人や高齢者

とすべての施設利用者が利用しやすい施設づくりを促進するという部分

にしっかりと当事者、障がい者団体や保護者の団体に意見をしっかり聞

くなどの記述も必要かなと思いますので、その辺りもご検討いただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。では佐藤委員さん、何かありまし

たら、お願いいたします。 

〇佐藤（美）委員 佐藤です。よろしくお願いします。就労に関して話しさせてい

ただければと思います。私たち難病の当事者に、支援してくださってい

ることを伺い、すごくありがたいことだと思っております。私は就職し

て、社会人として仕事しているのですが、まさに就職活動していらっし

ゃる若い方、これから歳を重ねるごとに就職という一つの大きな壁に当

たるであろう若い方に、横同士で繋がっていただきたいと思います。私

個人の意見として、それは正しいとか、今から申し上げる意見をすぐに

こうしてくださいというものではないのですが、私のように、すでに仕

事をしている当事者の声を聴く機会というのを設けていただけるといい

のかなと。支援する事業者さん、事業所も皆さんもそうですし、学校、

各種支援学校、先生方もそうですし、あと、市内の企業もそうですし、

そういう興味のある企業さんを交えて、職業交流じゃないですけれど

も、そういう機会があればいのかな、そうすることによって、具体的に

はいかなくても、なんとなく、そういう人たちを受け入れられるのかな

と感じてもらえれば。当事者は、パソコンの練習が必要なのだなとか、

挨拶を基本ちゃんとすればいいのかなとか得るものがあるのではないか

と思いまして、もしそういう機会があれば、相手の意見を聞く機会があ

るといいのかなと。そういうものを作っていけばと思いました。以上で

す。 

○新井会長 ありがとうございます。今のバリアフリーのことや就労のことでも、



当事者の意見をしっかり聞いて、あるいはもうすでに働いている方も含

めて意見を聞いた方がいいというご意見については、自立支援協議会の

当事者参画プロジェクトというのを今、この１年２年、検討しておりま

すので、そこでも一つの材料になるというふうに思いますので、ご検討

いただければと思います。具体的な記述はどのようにするか別としまし

て、ありがとうございました。佐藤民男委員さん、何かございますか。 

○佐藤（民）委員 身障会の佐藤と申します。会長が何か先ほど言っていました

が、これからみんな年取ってきますので、やはり人数の把握が大事だ

と。よろしくお願いします。あと、これ絵にかいたもちだけじゃなく

て、その実行をよろしくお願いいたします。 

○新井会長 ありがとうございます。島谷委員さん。いかがでしょうか。 

○島谷委員 島谷です。皆さんの専門的な話が、かなり難しい部分もいっぱいあっ

て、理解できない部分もあるのですが、私たち一般の専門職ではありま

せんが、私が一番感じるのは、とにかく若い方々がこうやって福祉の関

係とかやられていることについては、大変感動しています。特に私が思

うのは、子供さんを抱えて苦労されている若いお母さんやお父さんに対

する、やっぱりきめ細かい支援というのでしょうか。そういうものを本

当にもっともっと、社会全体で、広げていって、いただきたいなという

のが、私自身の気持ちです。 

○新井会長 ありがとうございます。金井さん、何かありましたらお願いいたしま

す。 

○金井委員 金井です。よろしくお願いいたします。私たちは普段、平日子育て中

のお母さんたちと関わることが多くて、土日は私たちもボランティアで

やっていて、ボランティアの人数自体が関われる人がほとんどいなかっ

たりするのと、私自身も、土日はちょっと活動が難しいところでもある

ので、先ほど、うりんこさんの根崎さんのお話にあったような、中学生



や高校生で、ボランティアをやりたい人がいるという話はとてもいいな

と思って聞いていました。社協さんの夏休み中の体験ボランティアの協

力もずっとしてきたのですけれども、夏休み中はお母さんたちの活動

も、自分たちの家庭のことでいっぱいで、なかなか動けなくて、受入れ

るところもなかなかなくなってしまって、コロナでさらに一緒に関わる

ことが難しくなったので、受け入れるという状況にないのですが、でき

れば教育と福祉の連携のところも考えると、学校側でボランティアをし

たいという気持ちのあるお子さんたちと、地域で活動しているところを

上手くつなげて、一緒に過ごせる時間を持てたらいいなと思って聞いて

おりました。なかなか難しいことだと思うのですけれども、私たちもそ

ういうところは考えていきたいと思います。ありがとうございます。 

○新井会長 はい。ありがとうございます。委員の皆さんに一言ずついただきまし

たが、全体通じて、ご意見ありましたらいかがでしょうか。はい、奈良

委員さん。 

○奈良委員 はい。奈良です。皆さんのお話を聞いていて、佐藤美和委員の関係

で、ハローワークの鈴木委員に質問なのですが、ハローワークで障がい

のある方たちは、正規職員で働けるのですか。あと、先ほどの根崎さん

の話で内定をもらうためにというところが、私は引っかかっています。

もちろん、それがきっかけでボランティアに興味を持っていただくの

は、きっかけとして一つの手段だとは思います。今、ボランティアも１

人の人が掛け持ちしたり、高齢の方だったりとか、若い方たちがなかな

か育ってないというところで、会長さんの言った人材育成としつつ、そ

こが自分の中では、課題なのではないかなと思いました。その二つ、よ

ろしくお願いします。 

○新井会長 前半のご質問は、鈴木委員さんからよろしいですか。 

○鈴木委員 正規職員の関係ですが、あることはあるのですがやっぱり絶対数でい



うと少ない状況です。あとは年齢が高くなるにつれて、一般もそうなの

ですけど、正規職員というのはかなり少なくなっていきます。ただ余談

すが、今、氷河期世代の雇用に関して、公の機関の年齢幅が50ぐらいま

で上がって、国の機関や公の機関での雇用があるので、そういった形

で、雇用創出はされているのかなと思います。あと佐藤委員さんの方か

ら先ほどいただいた就職後の就業についての相談や支援というのも、ハ

ローワークでミニマム的に、週に２、３回、精神と発達のトータルサポ

ーターという専門の者がいまして、就職している方だったり、あとは就

職してない方の専門的な相談を行っていて、予約が10月の末とか11月の

頭ぐらいまで埋まってしまっているのですが、そういった者が就職後の

ご相談を電話や窓口で受けたり、あとは事業所に直接うかがわせていた

だいて、障がい者理解を深めてもらったり、援助させていただくことを

行っているので、もう少し人数が多ければ手広くはできるのですが、人

数が今、精神担当が１人、あと発達担当が１人しかいないので、それを

ハローワーク ３、４ヶ所ぐらいで持っているような形になっているの

で、なかなか難しいところがあるのですけど、一応相談は乗っていただ

くことができるような形です。あと、余談ですが、以前、職業紹介をや

っていて、高齢の働ける障がい者の方のお話があったのですが、なかな

か支援してもらえる機関がないということで、受け入れ側の事業所が、

なかなか雇用に前向きに動いてくれないというのがあったので、若い方

もそうなのですが、これから働ける65歳以降の方の雇用いうのが何とか

できればというのがあります。あともう一つ、この17ページの③の日常

活動についてというところの部分なのですが、家にいる方が非常に多い

というのが、ずっと引っかかっていて、この方たちは、本当はコミュニ

ティに入りたいのに入れない方なのか、障がいの関係で出られなくて家

にいるのか、というところが何かずっと引っかかっていいまして。どの



タイミングで話せばいいかが言えなかったのですが、この人たちがもう

ちょっと一歩踏み込んだ質問で、何かわかるところがあるといいなと思

いました。 

○新井会長 ありがとうございます。16ページの回答者の年齢で75歳以上が34％と

いうところで、ご高齢の障がいの方で、働くということよりも家にいる

という回答の方が多かったという方もいらっしゃるかもしれませんし、

ご指摘いただきましたので、分析をして課題認識として変えていくこと

が必要かと思います。ありがとうございます。先ほどの後者の話は、福

祉教育と、その人材の接続というところで、おそらく今までの、どうし

ても社会福祉教育がその福祉の心や、やさしい気持ちを育てるというと

ころがメインだったのですが、ただ、もうちょっとそういう状況よりも

やっぱり職業としての社会福祉の仕事も、教育の現場でも示していく必

要があるかとも思いますので、またその辺りは今後計画だけではなくて

地域福祉計画等でも議論していただければと思います。他にいかがでし

ょうか。お願いいたします。 

○根崎委員 根崎です。雇用についてのお話でハローワークの方の話を聞いてい

て、何年か前に中小企業同友会という経営者の方たちの集まりの団体さ

んの障害者雇用委員会というのに２回ほど出させていただいて、なぜ障

がい者の雇用が進んでいかないのかという現状について、実際に経営さ

れている社長さんたちの話をヒアリングさせてもらったことがありまし

た。結局は志の高い経営者さんはたくさんいるのですが、受け入れるの

はそこの社員や従業員だというお話で、社長さんとしては受け入れたい

のはやまやまだけれども、現実的に障がいに対する知識を従業員にまず

つけることであったり、指導がうまくいくのか、負担になるのではない

かという不安が大きいために、受け入れたくても受け入れられないとい

うお話があって、すごくもったいないことだなと感じました。私たちは



子供を対象にしている事業をやっているのですが、ハードルを低くした

り、突然お願いしますと言ってそういう子たちを送り込むのではなく、

職員と一緒に仕事体験というのを地域の中でもっとたくさんさせていた

だいて、こういう子だったら来てもらいたいなあとか、思っていたより

もしっかり働いてくれるとか、何かこう印象が変わったりハードルを低

くする働きかけというのが、理解を求めるだけではなくてもっと具体的

な現実的な受け入れやすい体制というのが必要なんじゃないかと思って

います。そういうのがきっかけで、その仕事体験を主にやっていく団体

を社団法人で立ち上げたのです。現在も高校３年生まで放課後等デイサ

ービスで受け入れていて、その子たちが高校３年生で卒業した後に働く

ので、地域の中で仕事体験をさせてくださるところに行っているんです

ね。老人介護施設であったり、レストランであったり。ハローワークさ

んの方で、この会社は、本来であれば、43人以上の会社なので受け入れ

なければいけないけれども進んでないという会社さんを、仕事体験をし

ている事業所等に紹介していただいて、仕事体験でもいいから子供たち

を受け入れてもらえないかとか、そういう間に仲介として入っていただ

けるとすごく私たちとしてはありがたいですし、現状は個人的に地域の

企業さんに、お願いさせていただいているので、そういう連携が取れた

らもっと現実的に雇用率に繋がるんではないかなと思ったので、何か連

携できたらと思い、意見させていただきました。 

〇新井会長 では鈴木委員お願いします。今の話では相対というよりも久喜市とし

ての自立支援協議会等もありますのでそういったところで、鈴木委員さ

んに、そこも含みおいてお願いいたします。 

○鈴木委員 求人説明会を毎年５月ぐらいにどこのハローワークも行っていて、企

業さんの方に学生の採用について、会社への説明会の期間や募集期間を

説明する機会がありまして、そのときに職場実習が可能かどうか、どう



いう体制がとれているかというアンケートを各所がとっているような形

になっていて、それをフィードバックしています。私が前に行ったとこ

ろは学生のサポートを３年前越谷の方で行っていまして、そのフィード

バックしたものを特別支援学校さんの方に落とし込みしていたりはして

いました。一応、埼玉労働局としても、職場実習の企業を募っているの

ですが、なかなか難しいところがあって学校の方もかなり大変だと思い

ますが、うちの方もうまくそこの間に入れればと思います。 

○新井会長 ありがとうございます。最後になると思いますが寺方委員さんお願い

いたします。 

○寺方委員 寺方です。64ページなのですけれども。社会活動への参加促進という

ところで、最初に市民まつりなどに障がい者が参加できるような体制

を、と言ったのですが、ここのところに、市の主催する会議イベント等

の諸行事に手話通訳者配置と書いてあって、手話通訳者は当然の話なの

ですけれども、これに加えてできれば理念として、障がい者が参加しや

すいような仕組みを盛り込むとか検討するとかいうようなことを付け加

えていただければいいのかなと思いました。 

○新井会長 ありがとうございます。ここの中に入るのかあるいは情報バリアフリ

ー、ちょっと文脈が違うかもしれませんがそこのト書きというか取り組

みの方向性に書くのか、その辺りは事務局の方で判断して対応していた

だきたいと思います。多岐に渡りましてご意見をいただきました。おそ

らく皆さんの中でも少し、どこから手をつけるのか、どのようにやって

いくのか、というところでなかなかわかりづらいのではないかというよ

うなご意見や考えがあるのかなと思いますので、最後に私の方から、数

値目標は、書いていただける部分は書いていただくということになりま

したので、今後の議論でぜひと思うのですが、この中で重点的に取り組

むものの評価を毎年するにあたって、この数年間は平面的評価をしてい



 (注)特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 

ましたので、これは久喜市でこの６年間でしっかり取り組むのだという

ようなことを重点目標みたいなものもしっかり提起していただいて、そ

れは定期的にしっかりと評価をしていくものがないと、毎回の評価が拡

散してしまいまして、どこまで進んでいるのか、進んでいないのかどう

なのか、停滞しているのか、後退しているのか、というのはわかりませ

んので、重点目標みたいなものもしっかり提案していただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして議事終了とな

りました。事務局に司会をお返しいたします。 

○砂川課長 ありがとうございます。大変活発な議論をいただきましてありがとう

ございました。今後の計画づくりの参考とさせていただきます。貴重な

ご意見ありがとうございました。以上で本日予定していた議事はすべて

終了をいたしました。皆様のご協力、大変ありがとうございました。ま

た、公私ご多忙の中、足を運んでいただきましたこと、心から御礼を申

し上げます。なお、次回の会議の予定をここで申し上げさせていただき

ます。１１月９日の木曜日、午前１０時からを予定しております。また

改めまして通知の方は差し上げますけれども、ぜひ早目に予定を空けて

いただければ、大変ありがたいです。会場は鷺宮支所の４階第４会議室

になります。 

それでは以上で、令和５年度第２回久喜市障がい者施策推進協議会を閉

会とさせていただきます。大変お疲れ様でした。どうもありがとうござ

いました。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

  令和５年１０月１８日 

                        齋藤 裕子            


